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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 1月 31日 (2005.1.31)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 印 刷 ユ ニ ッ ト 毎 に 駆 動 モ ー タ を 備 え た 個 別 駆 動 方 式 の 印 刷 機 械 に お け る 上 記 駆 動 モ ー タ
の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 目 標 胴 位 相 関 係 と し て 、 印 刷 運 転 中 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第
１ 目 標 胴 位 相 関 係 と 運 転 停 止 後 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と を 予 め 設 定
し て お き 、
　 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 定 常 印 刷 速 度 か ら 減 速 し て 停 止 す る に 際 し 、 減 速 開 始 か ら 減 速 途
中 の 胴 抜 き ま で は 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 上 記 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 を 維 持 す
る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 同 期 制 御 し 、 胴 抜 き 後 は 目 標 胴 位 相 関 係 を 上 記 第 １ 目 標 胴 位
相 関 係 か ら 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 に 切 り 替 え 、 運 転 停 止 時 ま で に 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間
の 胴 位 相 関 係 が 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と な る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 す る
こ と を 特 徴 と す る 、 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

　

　

上 記 運 転 停 止 時 に は 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と
な る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 し 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 同 時 に 停 止 さ せ る こ
と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 。

上 記 運 転 停 止 時 に は 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と
な る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 し 、 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と な っ た 印 刷 ユ ニ
ッ ト か ら 個 別 に 停 止 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動
モ ー タ 制 御 方 法 。

印 刷 ユ ニ ッ ト 毎 に 駆 動 モ ー タ を 備 え た 個 別 駆 動 方 式 の 印 刷 機 械 に お け る 上 記 駆 動 モ ー タ
の 制 御 方 法 で あ っ て 、

上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 目 標 胴 位 相 関 係 と し て 、 印 刷 運 転 中 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第
１ 目 標 胴 位 相 関 係 と 運 転 停 止 後 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と を 予 め 設 定
し て お き 、

上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 定 常 印 刷 速 度 か ら 減 速 し て 停 止 す る ま で の 間 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ
ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 上 記 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 を 維 持 す る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 同 期 制
御 し 、



　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

　
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 そ こ で 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法
（ 第 １ の 制 御 方 法 ） は 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 目 標 胴 位 相 関 係 と し て 、 印 刷 運 転

(2) JP 2003-205598 A5 2005.8.18

上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト の 停 止 後 、 目 標 胴 位 相 関 係 を 上 記 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 か ら 上 記 第 ２
目 標 胴 位 相 関 係 に 切 り 替 え 、 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 し て 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の
胴 位 相 関 係 を 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 へ 自 動 で 変 化 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 、 個 別 駆 動 式
印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 。

上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト の 中 か ら 版 替 え に か か る 特 定 の 印 刷 ユ ニ ッ ト を 選 択 し 、 上 記 選 択 し
た 上 記 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト の 版 胴 に つ い て 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と
す る 、 請 求 項 １ ～ ４ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 。

上 記 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト が 複 数 あ る 場 合 、 上 記 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト の 全 版 胴 の 胴 位 相 を 平 均
し 、 上 記 平 均 し た 位 相 に 最 も 近 い 胴 位 相 を 有 す る 版 胴 を 基 準 胴 と し て 選 択 し 、 上 記 基 準 胴
の 胴 位 相 を 基 準 位 相 と し て 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項
５ 記 載 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 。

上 記 印 刷 ユ ニ ッ ト 又 は 上 記 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト の 版 胴 の 機 械 幅 方 向 に 複 数 の ギ ャ ッ プ が 設
け ら れ て い る 場 合 、 上 記 複 数 の ギ ャ ッ プ に 対 し て 予 め 優 先 順 位 を 決 め 、 上 記 優 先 順 位 の 最
も 高 い ギ ャ ッ プ の 位 置 の 回 転 位 相 を 上 記 版 胴 の 胴 位 相 と し て 選 択 し 、 上 記 選 択 し た 胴 位 相
に 基 づ い て 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ６ の 何 れ か
１ 項 に 記 載 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 。

上 記 の 版 替 え に か か る 版 胴 の 選 択 、 基 準 胴 の 選 択 、 及 び ギ ャ ッ プ の 選 択 は 、 絵 柄 変 更 箇
所 の 情 報 を 含 む 印 刷 条 件 情 報 に 基 づ い て 自 動 的 に 行 な う こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ５ ～ ７
の 何 れ か １ 項 に 記 載 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 。

複 数 の 印 刷 ユ ニ ッ ト と 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 毎 に 設 け ら れ 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 駆 動 す
る 駆 動 モ ー タ と 、 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 制 御 す る 制 御 装 置 と を 備 え た 個 別 駆 動 方 式 の 新 聞 輪
転 機 で あ っ て 、

上 記 制 御 装 置 が 、
上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 定 常 印 刷 速 度 か ら 減 速 し て 停 止 す る に 際 し 、 減 速 開 始 か ら 減 速 途

中 の 胴 抜 き ま で は 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 、 印 刷 運 転 中 の 目 標 胴 位 相 関 係
で あ る 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 を 維 持 す る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 同 期 制 御 し 、 胴 抜 き 後 は
、 目 標 胴 位 相 関 係 を 、 上 記 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 か ら 、 運 転 停 止 後 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る
第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 に 切 り 替 え 、 運 転 停 止 時 ま で に 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が
上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と な る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ
て い る こ と を 特 徴 と す る 、 個 別 駆 動 方 式 の 新 聞 輪 転 印 刷 機 。

上 記 印 刷 ユ ニ ッ ト は 版 胴 を 備 え て 構 成 さ れ 、 上 記 版 胴 は 機 械 幅 方 向 に 新 聞 ４ 頁 分 の 長 さ
を 有 し て い る と と も に 、 上 記 版 胴 に は 上 記 新 聞 ４ 頁 の そ れ ぞ れ に 対 応 し た 刷 版 を 取 り 付 け
る た め の 複 数 の ギ ャ ッ プ が 設 け ら れ て お り 、 上 記 複 数 の ギ ャ ッ プ に 対 し て 予 め 優 先 順 位 を
決 め 、 上 記 優 先 順 位 の 最 も 高 い ギ ャ ッ プ の 位 置 の 回 転 位 相 を 上 記 版 胴 の 胴 位 相 と し て 選 択
し 、 上 記 選 択 し た 胴 位 相 に 基 づ い て 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る
、 請 求 項 ９ 記 載 の 個 別 駆 動 方 式 の 新 聞 輪 転 印 刷 機 。

請 求 項 １ 、



中 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 と 運 転 停 止 後 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第 ２
目 標 胴 位 相 関 係 と を 予 め 設 定 し て お く 。 そ し て 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 定 常 印 刷 速 度 か ら 減 速
し て 停 止 す る 際 に は 、 ま ず 、 減 速 開 始 か ら 減 速 途 中 の 胴 抜 き ま で は 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴
位 相 関 係 が 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 に 維 持 さ れ る よ う に 各 駆 動 モ ー タ を 同 期 制 御 す る 。 そ し て
、 胴 抜 き 後 は 目 標 胴 位 相 関 係 を 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 か ら 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 に 切 り 替 え 、
運 転 停 止 時 ま で に 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と な る よ う に 各 駆
動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 こ の よ う な 制 御 方 法 に よ り 、 胴 抜 き 後 に は 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト は 各 駆 動 モ ー タ の 個 別 制 御
に よ っ て 運 転 停 止 後 の 目 標 胴 位 相 関 係 に 向 け て 胴 位 相 関 係 を 変 化 さ せ な が ら 減 速 し て い き
、 上 記 目 標 胴 位 相 関 係 に な っ た 状 態 で 停 止 す る 。 し た が っ て 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト の 版 胴 が 版
替 え 位 置 に 来 る よ う に 上 記 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 し て お く こ と で 、 運 転 停 止 後 に は 速 や か
に 版 替 え 作 業 に 着 手 す る こ と が 可 能 に な り 、 版 替 え 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る よ う に な
る 。
　

　

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 個 別 駆 動 式 印 刷 機 械 の 駆 動 モ ー タ 制 御 方 法 （ 第 ２ の 制 御 方 法
） は 、 上 記 第 １ の 制 御 方 法 と 同 様 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 目 標 胴 位 相 関 係 と し て 、 印 刷 運 転
中 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 と 運 転 停 止 後 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第 ２
目 標 胴 位 相 関 係 と を 予 め 設 定 し て お く 。 そ し て 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 定 常 印 刷 速 度 か ら 減 速
し て 停 止 す る ま で の 間 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 に 維 持 さ れ
る よ う に 各 駆 動 モ ー タ を 同 期 制 御 す る 。 そ し て 、 各 印 刷 ユ ニ ッ ト の 停 止 後 、 目 標 胴 位 相 関
係 を 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 か ら 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 に 切 り 替 え 、 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御
し て 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 を 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 へ 変 化 さ せ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 な お 、 複 数 の 印 刷 ユ ニ ッ ト が あ る 場 合 、 全 て の 印 刷 ユ ニ ッ ト に つ い て 版 胴 の 版 替 え を 行
う の で は な く 一 部 の 版 胴 の み 版 替 え を 行 な う 場 合 も あ り う る 。 こ の よ う な 場 合 は 、 全 て の
印 刷 ユ ニ ッ ト に つ い て 胴 位 相 を 調 整 す る 必 要 は 無 く 、 印 刷 ユ ニ ッ ト の 中 か ら 版 替 え に か
か る 特 定 の 印 刷 ユ ニ ッ ト を 選 択 し 、 選 択 し た 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト に つ い て 第 ２ 目 標 胴
位 相 関 係 を 設 定 す る よ う に し て も よ い 。

(3) JP 2003-205598 A5 2005.8.18

ま た 、 上 記 運 転 停 止 時 に は 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相
関 係 と な る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 し 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 同 時 に 停 止 さ
せ る こ と が 好 ま し い （ 請 求 項 ２ ） 。

さ ら に 、 上 記 運 転 停 止 時 に は 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 上 記 第 ２ 目 標 胴 位
相 関 係 と な る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 し 、 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と な っ た
印 刷 ユ ニ ッ ト か ら 個 別 に 停 止 さ せ る こ と が 好 ま し い （ 請 求 項 ３ ） 。

請 求 項 ４ 、

自 動 で

各
の 版 胴

（ 請 求 項 ５ ）
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ま た 、 上 記 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト が 複 数 あ る 場 合 、 上 記 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト の 全 版 胴 の 胴 位 相
を 平 均 し 、 上 記 平 均 し た 位 相 に 最 も 近 い 胴 位 相 を 有 す る 版 胴 を 基 準 胴 と し て 選 択 し 、 上 記
基 準 胴 の 胴 位 相 を 基 準 位 相 と し て 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 す る こ と が 好 ま し い （ 請
求 項 ６ ） 。

さ ら に 、 上 記 印 刷 ユ ニ ッ ト 又 は 上 記 特 定 印 刷 ユ ニ ッ ト の 版 胴 の 機 械 幅 方 向 に 複 数 の ギ ャ
ッ プ が 設 け ら れ て い る 場 合 、 上 記 複 数 の ギ ャ ッ プ に 対 し て 予 め 優 先 順 位 を 決 め 、 上 記 優 先
順 位 の 最 も 高 い ギ ャ ッ プ の 位 置 の 回 転 位 相 を 上 記 版 胴 の 胴 位 相 と し て 選 択 し 、 上 記 選 択 し
た 胴 位 相 に 基 づ い て 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 す る こ と が 好 ま し い （ 請 求 項 ７ ） 。

ま た 、 上 記 の 版 替 え に か か る 版 胴 の 選 択 、 基 準 胴 の 選 択 、 及 び ギ ャ ッ プ の 選 択 は 、 絵 柄
変 更 箇 所 の 情 報 を 含 む 印 刷 条 件 情 報 に 基 づ い て 自 動 的 に 行 な う こ と が 好 ま し い （ 請 求 項 ８
） 。

本 発 明 の 個 別 駆 動 式 の 新 聞 輪 転 印 刷 機 （ 請 求 項 ９ ） は 、 複 数 の 印 刷 ユ ニ ッ ト と 、 上 記 各
印 刷 ユ ニ ッ ト 毎 に 設 け ら れ 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 駆 動 す る 駆 動 モ ー タ と 、 上 記 各 駆 動 モ ー
タ を 制 御 す る 制 御 装 置 と を 備 え た 個 別 駆 動 方 式 の 新 聞 輪 転 機 で あ っ て 、 上 記 制 御 装 置 が 、
上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト を 定 常 印 刷 速 度 か ら 減 速 し て 停 止 す る に 際 し 、 減 速 開 始 か ら 減 速 途 中
の 胴 抜 き ま で は 、 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 、 印 刷 運 転 中 の 目 標 胴 位 相 関 係 で
あ る 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 を 維 持 す る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 同 期 制 御 し 、 胴 抜 き 後 は 、
目 標 胴 位 相 関 係 を 、 上 記 第 １ 目 標 胴 位 相 関 係 か ら 、 運 転 停 止 後 の 目 標 胴 位 相 関 係 で あ る 第
２ 目 標 胴 位 相 関 係 に 切 り 替 え 、 運 転 停 止 時 ま で に 上 記 各 印 刷 ユ ニ ッ ト 間 の 胴 位 相 関 係 が 上
記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 と な る よ う に 上 記 各 駆 動 モ ー タ を 個 別 に 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と し て い る 。

ま た 、 上 記 印 刷 ユ ニ ッ ト は 版 胴 を 備 え て 構 成 さ れ 、 上 記 版 胴 は 機 械 幅 方 向 に 新 聞 ４ 頁 分
の 長 さ を 有 し て い る と と も に 、 上 記 版 胴 に は 上 記 新 聞 ４ 頁 の そ れ ぞ れ に 対 応 し た 刷 版 を 取
り 付 け る た め の 複 数 の ギ ャ ッ プ が 設 け ら れ て お り 、 上 記 複 数 の ギ ャ ッ プ に 対 し て 予 め 優 先
順 位 を 決 め 、 上 記 優 先 順 位 の 最 も 高 い ギ ャ ッ プ の 位 置 の 回 転 位 相 を 上 記 版 胴 の 胴 位 相 と し
て 選 択 し 、 上 記 選 択 し た 胴 位 相 に 基 づ い て 上 記 第 ２ 目 標 胴 位 相 関 係 を 設 定 す る こ と が 好 ま
し い （ 請 求 項 １ ０ ） 。


	header
	written-amendment

